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島根原子力発電所２号機における 
原子炉施設保安規定に定める運転上の制限の逸脱について 

 
島根原子力発電所２号機において起動試験を行っていたところ、原子炉水位

計のうち、重大事故等発生時に使用する水位計が監視不能な状態であることを

確認したことから、１１時２１分、原子炉施設保安規定第６５条に定める運転

上の制限を満足しない状態であると判断しましたので、島根原子力発電所に係

る鳥取県民の安全確保等に関する協定第９条に基づきご連絡いたします。 
 
 

以 上 


